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告 示

　宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱の一部を改正する告示をここに公表する。
　　平成22年２月22日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
宮崎県告示第83号
　　　宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱の一部を改正する告示
　宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱（平成４年宮崎県告示第1083号の２）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（定義）
第�２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　排出事業者　自らの事業活動に伴って産業廃棄物を排出す
る者をいう。

　（４）〜（７）　［略］
　（８）　収集運搬業者　法第14条第１項又は第14条の２第１項の規
定による宮崎県知事（以下「知事」という。）の許可を受けて
、宮崎県内において産業廃棄物の収集又は運搬を業として行っ
ている者をいう。

　（９）〜（11）　［略］
　（関係地方公共団体の長の意見聴取等）
第�８条　知事は、前条第１項の規定による審査を行う場合において
必要があると認めるときは、県外産業廃棄物の排出事業場の所在
地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市にあっては、市
長）又は県外排出事業者が県外産業廃棄物を搬入しようとする宮
崎県内の処理施設の所在地を管轄する市町村長その他関係市町村
長に対し、県外産業廃棄物の搬入について意見を聴くことができ
る。この場合において、知事は、意見を聴いた者に対し、その審
査の結果を通知するものとする。
　（事前協議内容の変更）
第９条　［略］
２�　承認事業者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の
日から起算して10日以内に、県外産業廃棄物搬入事前協議事項変
更届（別記様式第３号）により知事に届け出なければならない。
　（１）　承認事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地

　（定義）
第�２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　排出事業者　自らの事業活動に伴って産業廃棄物を排出す
る者（法第12条第３項に規定する中間処理業者を含む。）をい
う。

　（４）〜（７）　［略］
　（８）　収集運搬業者　法第14条第１項又は第14条の４第１項の規
定による宮崎県知事（以下「知事」という。）の許可を受けて
、宮崎県内において産業廃棄物の収集又は運搬を業として行っ
ている者をいう。

　（９）〜（11）　［略］
　（関係地方公共団体の長の意見聴取等）
第�８条　知事は、前条第１項の規定による審査を行う場合において
必要があると認めるときは、県外産業廃棄物の排出事業場の所在
地を管轄する都道府県知事（法第24条の２第１項に規定する市に
あっては、市長）又は県外排出事業者が県外産業廃棄物を搬入し
ようとする宮崎県内の処理施設の所在地を管轄する市町村長その
他関係市町村長に対し、県外産業廃棄物の搬入について意見を聴
くことができる。この場合において、知事は、意見を聴いた者に
対し、その審査の結果を通知するものとする。
　（事前協議内容の変更）
第９条　［略］
２�　承認事業者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の
日から起算して10日以内に、県外産業廃棄物搬入事前協議事項変
更届（別記様式第３号）により知事に届け出なければならない。
　（１）　承認事業者の氏名又は住所（法人にあっては名称又は所在
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　（２）　［略］
　（承認事業者の適正処理等）
第10条　［略］
２・３　［略］
４�　承認事業者は、次の表の書類の欄に掲げる書類を、それぞれ同
表の期間の欄に定める期間が経過するまで保管しなければならな
い。

　（処理業者の適正処理等）
第11条　［略］
２�　処理業者は、承認通知書の写しを有効期間終了後５年間保管し
なければならない。
別表（第６条関係）
　　［略］
　４�　次に掲げる産業廃棄物について事前協議書を提出しようとす
る日前６月以内に実施した当該産業廃棄物の有害物質の溶出試
験に係る計量証明書の写し（埋立処分をする場合に限る。）

　　（１）〜（６）　［略］

　５�　次に掲げる産業廃棄物について事前協議書を提出しようとす
る日前６月以内に実施した当該産業廃棄物のダイオキシン類濃
度計量証明書の写し

　　（１）・（２）　［略］
　　［略］

地）
　（２）　［略］
　（承認事業者の適正処理等）
第10条　［略］
２・３　［略］
４�　承認事業者は、次の表の書類の欄に掲げる書類を、それぞれ同
表の期間の欄に定める期間が経過するまで保存しなければならな
い。

　（処理業者の適正処理等）
第11条　［略］
２�　処理業者は、承認通知書の写しを承認された搬入期間終了後５
年間保存しなければならない。
別表（第６条関係）
　　［略］
　４�　次に掲げる産業廃棄物について事前協議書を提出しようとす
る日前１年以内に実施した当該産業廃棄物の有害物質の溶出試
験に係る分析証明書の写し（埋立処分その他知事が必要がある
と認める処分をする場合に限る。）

　　（１）〜（６）　［略］
　　（７）　その他知事が必要があると認める産業廃棄物
　５�　次に掲げる産業廃棄物について事前協議書を提出しようとす
る日前１年以内に実施した当該産業廃棄物のダイオキシン類濃
度分析証明書の写し（埋立処分その他知事が必要があると認め
る処分をする場合に限る。）

　　（１）・（２）　［略］
　　［略］

別記
様式第１号（第６条関係）
　　［略］

別記
様式第１号（第６条関係）
　　［略］
　（継続の場合　前年度承認　年　月　日付け　　−　　−　　）
　備考
　　１�　「自己処理・委託処理の別」の欄は該当するものを○で囲

むこと。
　　２�　「許可年月日及び許可番号」の欄は宮崎県知事が行った許

可について記入すること。
　　３�　運搬区間を区切って複数の収集運搬業者により運搬する場

合又は同一区間を複数の収集運搬業者により運搬する場合は
、「収集運搬」の「処理業者」の「氏名又は名称」の欄に全
ての収集運搬業者名を記入すること。なお、当欄に記入でき
ない場合は、「別紙のとおり」と記入し、運搬区間及び収集
運搬業者の氏名又は名称、許可年月日及び許可番号を記載し
た書類を別葉で作成すること。

書　　　類 期　　間
承認通知書 有効期間終了後５年間
　［略］

書　　　類 期　　間
承認通知書 承認された搬入期間終了後５年間
　［略］

　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公表の日から施行する。
　（経過措置）
２�　この告示の施行の際現にこの告示による改正前の宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱（以下「旧要綱」という。）
の規定によりなされている協議は、この告示による改正後の宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱の相当規定によりな
されたものとみなす。
３　この告示の施行の際現に存する旧要綱別記様式第１号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
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公 告

　都市計画法（昭和43年法律第　100号）第21条第２項において準用
する同法第18条第１項の規定により、次のとおり都市計画を変更し
たいので、当該都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。
　なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案に
ついて、縦覧期間満了の日までに宮崎県に意見書を提出することが
できる。
　　平成22年２月22日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　都市計画の種類及び名称
　　西都都市計画道路３・５・３号　御舟通線
２　都市計画を変更する土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　西都市大字妻字上妻、字高岸の各一部
　⑵　削除する部分
　　　西都市大字妻字上妻の一部
３　都市計画の案の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　�　宮崎県県土整備部都市計画課、宮崎県西都土木事務所及び西
都市建設課

　⑵　期間
　　　平成22年２月22日から平成22年３月８日まで

　都市計画法（昭和43年法律第　100号）第21条第２項において準用
する同法第18条第１項の規定により、次のとおり都市計画を変更し
たいので、当該都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。
　なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案に
ついて、縦覧期間満了の日までに宮崎県に意見書を提出することが
できる。
　　平成22年２月22日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　都市計画の種類及び名称
　　西都都市計画道路３・４・４号　平田童子丸線
２　都市計画を変更する土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　西都市大字右松字刎田の一部
　⑵　削除する部分
　　　西都市大字右松字刎田の一部
３　都市計画の案の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　�　宮崎県県土整備部都市計画課、宮崎県西都土木事務所及び西
都市建設課

　⑵　期間
　　　平成22年２月22日から平成22年３月８日まで
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